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 第５章 土壌・地下水・地盤環境の保全 

第１節 土壌汚染の防止【環境保全課】 

土壌汚染とは、土壌が重金属、有機溶剤、農薬などによって汚染された状態をいい、その主な汚

染源としては、鉱山、製錬所、重金属使用工場、電気機器工場並びに化学工場等があります。 

平成３年８月には「土壌の汚染に係る環境基準」が設定され、現在、重金属類や有機塩素系化合

物等29項目について基準値が定められています。 

 

１ 市街地の土壌汚染対策について 

市街地等を対象とした土壌汚染対策については、工場・事業場等の跡地における土壌汚染の判

明事例の増加、汚染土壌の直接摂取や汚染された地下水の摂取による人の健康影響への懸念か

ら土壌汚染対策のルール化が必要とされてきたことを受け、平成15年に土壌汚染の状況の把握

や土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図るため、土壌

汚染対策法が施行され、これまでに２回改正されています。 

同法では、有害物質使用特定施設の使用の廃止時の土壌汚染状況調査、一定の規模以上の土地

形質変更時の届出、土壌汚染状況調査結果に基づく区域の指定、指定された区域内の土地におけ

る汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の適正処理の確保（汚染土壌の運搬・処理基準、汚染土

壌処理業許可）等が定められています。 

土地の形質変更にあたり、土地の掘削範囲と盛土範囲を合わせた面積が3,000m2（現に有害物

質使用特定施設が設置されている土地は900㎡）以上の場合は、県又は那覇市へ30日前までの事

前届出が義務づけられています。届出された土地が特定有害物質による汚染のおそれがあると

判断された場合は、県又は那覇市は土地の所有者等へ土壌の調査命令を発出し、その結果、汚染

が確認された場合には、規制対象区域に指定し、汚染の状況に応じて、汚染の除去等の措置を指

示することになります。令和６年度に県又は那覇市へ届出された一定規模以上の形質変更時の

届出件数は223件でした。 

なお、令和６年度末現在、県内において、要措置区域が０件、形質変更時要届出区域が14件

同法に基づき区域指定されている状況です。 

 

表5-1-1 届出件数等の状況（令和６年度実績） 
管轄 ４条届出件数 調査命令件数 区域指定件数 区域指定解除件数 

（一部解除を含む） 

北部保健所 46 ０ １ ０ 

中部保健所 72 ０ ０ ０ 

南部保健所 45 ０ ２ ０ 

宮古保健所 30 ０ ０ ０ 

八重山保健所 16 ０ ０ ０ 

那覇市 14 ０ ２ ０ 

計 223 ０ ５ ０ 
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２ 農用地の土壌汚染対策について 

重金属類は、植物の生育に必要な成分もありますが、土壌中に過剰に存在する場合は、農作物

に多量に吸収され、その結果、人の健康を損なうおそれがある農作物が生産されたり、又は、直

接農作物の生育を阻害したりすることから、このようなことを防止することを目的とした「農用

地の土壌の汚染防止等に関する法律」が昭和46年７月に施行されました。 

県においては、昭和50年度から平成８年度まで土壌保全対策事業の一環として農用地におけ

る土壌の調査を行った結果、基準値以上の重金属類は検出されませんでした。 

 

第２節 地下水環境の保全【環境保全課】 

１ 地下水質測定の目的 

県及び那覇市では、水質汚濁防止法第15条の規定に基づき、地下水の常時監視（概況調査、継

続監視調査）を行っています。 

概況調査は、地域の全体的な地下水の状況を把握するための調査で、全市町村を６年で一巡

するローリング方式で実施し、カドミウム等の有害物質の測定を行っています。また、この調

査等で有害物質の基準超過が確認された地点については、継続監視調査を行っています。 

 

２ 測定結果の概要（令和６年度） 

⑴ 概況調査（那覇市、国頭村、東村、大宜味村、本部町、今帰仁村、宮古島市、多良間村） 

８市町村の各１地点においてカドミウム等28項目の調査を実施した結果、全地点において

環境基準を達成しています。 

 

⑵ 継続監視調査（浦添市、沖縄市、西原町、北谷町、嘉手納町、読谷村、うるま市） 

７市町村の７地点において実施した調査結果の概要は以下のとおりです。 

ア 砒素 

 測定地点数：５  環境基準不適合地点数：３（沖縄市、北谷町、うるま市）                                          

汚染原因については、これまでの調査の結果、多くの地点で自然由来の可能性が高いこと

が判明しています。 

イ トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 

クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） 

測定地点数：２   環境基準不適合地点数：０ 

ウ 1,2-ジクロロエタン 

測定地点数：１   環境基準不適合地点数：０ 

エ ほう素 

測定地点数：１   環境基準不適合地点数：０ 
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第３節 地盤沈下の防止【環境保全課】 

地盤沈下とは、私たちの生活基盤である大地が広い範囲にわたって徐々に沈んでいく現象で、

以下のような特徴があります。 

１ 進行が緩慢で、日常生活では被害が大きくなるまでは公害として認識されにくい。 

２ 一旦沈下するとほとんど復元しない。地盤沈下の被害としては、建物及び井戸等の抜け上が 

り、橋及び護岸等の折損、排水障害等がある。 

地盤沈下の原因は、主に地下水の過剰な汲み上げによる地層の収縮とされていますが、本県に

おいては、こうした要因による沈下事例は現在までのところ認められていません。 

 

第４節 農薬の適正使用【営農支援課】 

本県の農業は、国内唯一の亜熱帯気候を活かして熱帯果樹や、冬春期における野菜及び花きの栽

培が盛んであり、特色ある農業を振興するためにこれらの生産拡大を図っています。一方、年中発

生する多種多様な病害虫防除に苦慮しているため、他県に比べて使用する農薬の種類及び量も多

くなっています。令和６年における本県の農薬販売量は1,540tであり、前年より減少しています。

用途分類別による内訳をみると殺虫剤が59.2％と最も多く、次いで除草剤が23.5%、殺菌剤8.6%と

なっています。殺そ剤の販売量が増加している一方、農薬販売量全体としては減少傾向にありま

す。農薬は、農産物の生産性及び品質向上を図る上で重要な資材であり、農業振興に大きく貢献し

ていますが、その使用を誤ると残留農薬による食品安全性の低下や住民への健康被害、周辺環境へ

の影響が懸念されるため、農薬取締法（昭和23年７月１日法82号）を遵守して適正に使用及び取り

扱う必要があります。そのため、県は、農薬使用者に対して農薬の適正な使用及び取扱いについ

て、講習会の開催やチラシの配布等の啓発活動を実施しています。 

 

表5-4-1 農薬の販売量の推移 単位：kg 

     年 

農薬名   
令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

殺虫剤 1,341,349 1,207,123 1,085,883 1,032,615 1,016,392 912,128 

殺菌剤 175,117 120,964 133,941 125,471 130,610 133,019 

殺そ剤 57,195 51,550 54,396 56,300 45,288 61,373 

除草剤 344,105 382,633 354,278 352,458 277,538 362,054 

殺虫殺菌剤 13,500 12,369 5,099 4,849 5,947 5,744 

成長調整剤 37,006 32,148 29,172 25,350 22,802 15,890 

その他 61,976 45,930 51,397 51,442 48,722 50,347 

合計 2,030,248 1,852,717 1,714,166 1,648,483 1,547,298 1,540,555 
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第５節 畜産における環境保全対策の推進【畜産課】 

１ 環境問題の現状 

平成16年に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が完全施行されたこ

とを受け、家畜排せつ物の適正な管理や処理施設等の整備が進展したことから、畜産経営に起因

する環境問題は減少してきました。 

しかし、飼養規模の拡大や地域における混住化の進行、住民の環境問題への関心の高まり等か

ら、悪臭関連の環境問題が継続して発生しています。 

令和６年度に発生した畜産経営に起因する環境問題は63戸で、令和６年度の家畜排せつ物等

に起因する苦情については、悪臭関連の問題が32件と最も多く発生しており、全体の約５割を

占めています。 

 

表5-5-1 年度別環境問題発生経営体数 

年 度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

戸 数 26 33 36 30 63 

 

２ 環境汚染防止対策 

⑴  環境保全型畜産確立推進指導協議会による指導 

畜産経営に起因する環境問題の防止及び問題の早期解決を図るため、県協議会及び４地域

に地域推進協議会(北部、中・南部、宮古、八重山)を設置し、県全域にわたる畜産経営の実態

調査を実施するとともに、畜産環境アドバイザー等による巡回指導を実施しています。 

 

⑵ 家畜排せつ物法に基づく指導・助言、勧告及び命令の実施 

巡回指導等により、家畜排せつ物法適用農家における不適正な管理が改善されない場合は、

家畜排せつ物法に基づく対応を実施しています。 

 

⑶ 補助事業等を活用した畜産環境対策の推進 

畜産経営環境の保全を図ること及び家畜排せつ物等のバイオマスを有効利用することを目

的として、補助事業等による施設整備、機械導入を推進しています。 

 


